
番号 39

　　　処　　　 分 　　　名

処　分　の　概　要

　　　根　拠　法　令　名

　　　条　　　　　　　　  項

　　　所　　　管　　　課 障がい福祉課

　　　経由機関での処理期間 なし

　　　所管課での処理期間 60日

　　　標　準　処　理　期　間 計 60日

審　査　基　準

【根拠法令等】
児童福祉法
第二十一条の五の六　通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、厚生労働省令で定めるところによ
り、市町村に申請しなければならない。
②　市町村は、前項の申請があつたときは、次条第一項に規定する通所支給要否決定を行うため、厚生労働
省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害児又は障害児の保護者に面接をさせ、その
心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。こ
の場合において、市町村は、当該調査を障害者自立支援法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般
相談支援事業者その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「指定障害児相談支援事業者等」と
いう。)に委託することができる。

第二十一条の五の七　市町村は、前条第一項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状
態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向
その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決定(以下この条にお
いて「通所支給要否決定」という。)を行うものとする。
②　市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要があると認めるときは、児童相談所その他厚生労働
省令で定める機関(次項、第二十一条の五の十及び第二十一条の五の十三第三項において「児童相談所
等」という。)の意見を聴くことができる。
③　児童相談所等は、前項の意見を述べるに当たつて必要があると認めるときは、当該通所支給要否決定に
係る障害児、その保護者及び家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
④　市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合
には、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項の申請に係る障害児の保護者に対し、第二十四条の
二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を
求めるものとする。
⑤　前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、厚生労働省令で定め
る場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて厚生労働省令で定める障害児支援利用計画案を提出
することができる。
⑥　市町村は、前二項の障害児支援利用計画案の提出があつた場合には、第一項の厚生労働省令で定める
事項及び当該障害児支援利用計画案を勘案して通所支給要否決定を行うものとする。

障害児通所給付費等の通所給付決定等について

障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について

障害児通所給付費等の通所給付決定等について、障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について
及び、松山市児童福祉法施行細則を基準とする。

審査基準及び標準処理期間整理個表

児童通所給付費等の支給要否決定

児童通所給付費支給申請に基づき、調査・検討をし支給決定・受給者証の交
付を行う。

児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第21条の5の7第1項

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



手続の流れ

利用申請

↓ 1日

サービスの利用意向の確認

↓

障害児支援利用計画案の提出

↓

支給決定

↓

通知書交付

55日

４日

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。


